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乗合自動車購入 別紙仕様書 

 

 松阪市総務部財務課が購入に要求する乗合自動車について必要な事項を次のよう

に定める。 

記 

 

１．台数    1台（新車） 

 

２．主要諸元 

（１）種別    マイクロバス 

（２）総排気量  ２．９９８ℓ 以上 

（３）使用燃料  軽油 

（４）駆動方式  二輪駆動 

（５）変速方式  ＭＴ 

（６）乗車定員  ２９人（運転席、座席、補助席を含んでの人数でも可） 

（７）操舵装置  パワーステアリング付 

（８）その他 

  ・車体色は白と青（詳細については、落札決定業者と協議の上、決め

るものとする。） 

   ・ボディ左右後方（左から右へ記入）への文字記入をすること。 

  （１０㎝角「松阪市」丸ゴシック体 文字色は黒 ×２箇所） 

 

３．その他の装備 

（１）装備・付属品 

 ①純正エアコン 

 ②バックギアに連動したバックカメラ、モニター（カラー） 

 ③タコグラフ（7日間用） 

 ④後部窓ガラスに熱線 

 ⑤全座席にシートベルト（補助席は無しでも可） 

 ⑥乗降用ドアステップに電動補助ステップを装備 

 ⑦標準工具 

 ⑧ＡＭ/ＦＭラジオ 

 ⑨乗降用のドア（自動 1枚ドア、アクセルロックの安全装置を装備） 

⑩車輪止め 2セット（大型樹脂製握手付き） 

 ⑪三角停止板（車内積込）1基 

 ⑫デジタル式時計を前窓上部中央に設置 

 ⑬ＡＢＳ 

 ⑭フロアマット 

 ⑮プレヒーター 

 ⑯室内ミラー（大型平面鏡）、サイドバイザー（運転席） 

 ⑰路肩灯、フォグランプ 

 ⑱電動格納式ミラー（助手席のみ可） 
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 ⑲カーテン、室内灯 

 ⑳ドライブレコーダー（カメラとレコーダーを一体化したオールインタイプ） 

・上記記載の追加装備装着に必要な装備 

・記録媒体は、１６ＧＢ以上とする。 

 

（２）特別仕様 

 ①座席については、固定ハイバックシートとすること。 

 ②スタッドレスタイヤ６本（ホイール付き）を別途財務課へ納品すること。 

 

４．下取車両 

 ・マイクロバス 1台（三重２２す６０１） 

  既存車両の引取処分及び廃車手続きを行い、抹消登録証明書（名義変更の場合は

それを証明する書類）を市に提出すること。また既存車両の引渡しは、落札業者決

定後協議するものとする。これに対する一切の費用は、受注者の負担とする。なお、

エアコンの処分については、第２種特定製品引取業者において処分すること。 

 [既存車両]【別紙１、２】 

 ※下取車の車検証については、契約監理課閲覧場所にて確認すること。 

 

 

５．その他 

 ①本仕様書に記載されていない事項で、機能上当然必要なものは装備することとし、

疑義、不明が生じた場合は、市の指示に従うこと。 

 ②道路運送車両法等、関係法令に違反しないこと。 

 ③平成 22年度排出ガス規制に適合すること。 

 

６．連絡先 松阪市総務部財務課 担当：前川 電話:0598‐53‐4322 

 

  

 

 


